
平成３０年７月２日 

保護者の皆様 

京都市立羽束師小学校 

校 長  石井 一嘉 

台風・特別警報・地震発生による非常措置についてのお知らせ 

 蝉の鳴き声と強烈な日差しに本格的な夏の到来を実感する頃となりました。保護者の皆様にはご

健勝にてお過ごしのことと存じます。日頃は本校教育進展にご理解ご協力いただきありがとうござ

います。さて，今後，台風の接近や大雨等による「台風・特別警報による非常措置」や震度５弱以

上の地震があった場合「地震発生時に対する非常措置」をとらせていただく場合が予想されます。

以下のように対応して参りますので，ご承知ください。                                     

記 

☆テレビ，ラジオ，インターネット等の情報に注意してください。 

 

※解除後に登校する場合も，集団登校となります。 

※集合時刻は，登校班によって異なりますが，概ね上記の時刻に集合場所に集まってください。 

２．在校中に発令された場合（発生した場合） 

気象状況，帰宅に要する時間，通学路の状況，家庭状況などに十分配慮し，帰宅させるかど

うか決定いたします。万一，学校で待機する場合でも，速やかにお迎えに来てください。 

震度５弱以上の地震等大規模災害により，集団下校が困難と判断される場合は，全員学校での

引き渡しとなります。 

３．その他 

・年度当初にお書きいただきました家庭環境調査票での緊急下校時における，「帰宅」「学校待 

機」につきまして変更があった場合は，速やかに担任までお知らせください。 

 ・「特別警報」「暴風警報」が発令された場合は児童館も閉館となります。 

  措   置 登校班の集合時刻 

特別

警報 

午前０時までに解除になった場合 
５校時から始業・午後１時５５分～ 

給食は中止 
午後１時 

午前０時現在発令中の場合 臨時休業  

暴風

警報 

午前７時までに解除になった場合 平常授業・午前８時３０分～ 平常通り 

午前９時までに解除になった場合 ３校時から始業・午前１０時４０分～ 午前１０時 

午前１１時までに解除になった場合 
５校時から始業・午後１時５５分～ 

給食は中止 
午後１時 

午前１１時現在，警報発令中の場合 臨時休業  

 

震度

5 弱

以上

の地

震等 

   

１．午前０時現在「特別警報」，午前７時現在「暴風警報」が，京都市（※テレビやラジオにおい

ては，「京都南部」又は「京都・亀岡」地域と報道される場合があります）に発令されている

場合には，自宅待機となります。 

保 存 版 

(1) 下校から午前０時までに発生した場合は翌日を臨時休業に，深夜０時以降から登校までに発

生した場合は当日を臨時休業にいたします。 

(2) 休業日，休業前日に発生した場合は，原則として休業明けの登校を臨時休業としますが，安

全が確認でき，授業等を実施する場合は，ホームページ・メール配信により，授業等を実施す

る旨を連絡します。 

(3) 臨時休業とした場合，登校の再開日は学校及び近隣の被災状況を確認のうえ，ホームページ・

メール配信により，連絡します。 


